































































































くろこアシスト　瀬戸川加代のブログ






中小企業の社長の黒子（クロコ）として活動している瀬戸川加代のブログです。   
経営革新等認定支援機関、事業再生士補、行政書士という3つの資格を持って活動しています。                 
日々、社長からの経営相談に応じ、共に考え、情報を集めて、社長と検討しています。一方で、行政書士として許認可申請代理業務も請け負っています。



































スポンサーリンク














	
プロフィール

	
【実績紹介】

	
【協力先一覧】

	
Twitter

	
ご相談予約

	
【くろこアシストとは】






















































































































          
        
2021年9月24日金曜日


          
        






















【会計】電子取引やPDFの請求書は来年１月から取り扱い要注意です。








 こんにちは。瀬戸川です。


２０２３年１０月から始まるインボイス制度に備えて、来月から課税事業者の登録申請がスタートします。


このインボイス制度によって、いまは消費税の免税事業者として、免税の恩恵を受けている小規模な会社さんや個人事業主さんたちは、課税事業者になるかどうかのきわどい検討をしなければならないところなのですが、それより前の来年１月から、面倒なルールが始まります。


YouTubeでわかりやすく説明している税理士さんの動画がありましたので貼り付けておきます。






タイムスタンプ制度だの、受け取ったら7日以内に保存しろだの、やらなかったら青色申告取り消しだの、なんかいろいろ大変になりそうです。。。




国というか、特に税制面では国はすごい勢いでIT化を進めています。


「知らなかった」や「ついていけなかった」では、受けられるメリットを受けられないし、予期せぬデメリットを受けかねません。




わからないことがあれば、後回しにせずに、お付き合いのある税理士さんや士業の方々にきちんと確認をしておくことをお勧めします。








投稿者




setokawa-office




時刻:
10:29:00











メールで送信BlogThis!Twitter で共有するFacebook で共有するPinterest に共有




























        
      



次の投稿


前の投稿

ホーム

























スポンサーリンク










このブログを検索




	

	














自己紹介


	

setokawa-office




詳細プロフィールを表示






ブログ アーカイブ




ブログ アーカイブ
6月 (1)
5月 (1)
4月 (1)
2月 (1)
1月 (1)
9月 (2)
8月 (1)
7月 (3)
6月 (3)
5月 (4)
4月 (3)
3月 (1)
2月 (2)
1月 (3)
10月 (1)
6月 (1)
5月 (6)
4月 (5)
3月 (3)
12月 (3)
10月 (1)
8月 (1)
7月 (3)
6月 (2)
5月 (6)
4月 (7)
3月 (1)
1月 (3)
12月 (3)
11月 (6)
10月 (3)
9月 (9)
8月 (8)
7月 (8)
6月 (4)
5月 (1)
4月 (3)
3月 (3)
2月 (1)
1月 (3)
12月 (1)
11月 (4)
10月 (1)
8月 (4)
7月 (4)
6月 (9)
5月 (8)
4月 (4)
3月 (3)
2月 (4)
1月 (2)
12月 (3)
11月 (4)
10月 (4)
9月 (2)
8月 (2)
7月 (8)
6月 (4)
5月 (3)
4月 (5)
3月 (4)
2月 (6)
12月 (1)
11月 (2)
10月 (1)
9月 (1)
8月 (1)
7月 (1)
6月 (1)
5月 (2)
4月 (1)
2月 (1)
11月 (1)
5月 (1)
4月 (2)
2月 (1)
11月 (3)
8月 (1)























登録








投稿
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コメント
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コメント




















スポンサーリンク










このブログを検索




	

	














ラベル


	
経営

	
建設業許可

	
事業再生

	
行政書士

	
ご相談

	
事業再生士補

	
資金繰り

	
企業法務

	
融資

	
母子家庭への情報

	
習志野市

	
告知

	
決算書分析

	
中小企業支援制度

	
日本ターンアラウンド・マネジメント協会

	
会社設立

	
自動車系許認可









人気の投稿


	
【情報】許認可が定められていない事業の調べもの（自家用自動車運行管理業） 

	
【建設業許可】行政書士は、仕事を紹介されても必ず受注できるとは限らないのです。

	
【告知】事務所を移転します。

	
【お知らせ】厳しくなりました。千葉県の建設業許可関係事務。

	
【法務と会計】役員借入金と資本金への振替（増資）　千葉県・行政書士瀬戸川法務事務所

	
【建設業許可】代表取締役が他社の代表も兼ねてたらどうなるの？

	
【情報】シングルマザーのお金のこと

	
【建設業許可】役員の任期切れにご注意を。千葉県・行政書士瀬戸川法務事務所

	
事務所閉鎖のお知らせ　令和4年4月30日にて閉鎖します。

	
新しい看板がつきました。













































スポンサーリンク
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スポンサーリンク

















「エスィリアル」テーマ. Powered by Blogger.





































